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平
成
25
年
1
月
29
日
に
税
制
の
改
正
が
閣
議
決

定
さ
れ
、
3
月
29
日
に
法
律
案
が
国
会
で
可
決
・

成
立
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
改
正
は
、
平
成
26
年

4
月
か
ら
始
ま
る
消
費
税
率
引
き
上
げ
へ
の
対
応

や
、
所
得
格
差
の
是
正
な
ど
に
重
点
が
お
か
れ
て

い
ま
す
。
大
部
分
は
来
年
以
降
の
施
行
と
な
り
ま

す
が
、
今
か
ら
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
大
切
で
す
。

中
で
も
、
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
取
り
組
む
た
め
に
知
っ

て
お
き
た
い
日
常
生
活
に
係
る
税
制
改
正
内
容
に

つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

（
１
）
所
得
税

●
「
最
高
税
率
の
引
き
上
げ
」（
平
成
27
年
1
月
か
ら
）

平
成
27
年
分
の
所
得
よ
り
、
課
税
対
象
所
得
額

が
4
0
0
0
万
円
超
の
場
合
に
は
、
新
た
に
45
％

の
税
率
が
設
け
ら
れ
ま
す
。
4
0
0
0
万
円
以
下

の
場
合
は
、
現
行
ど
お
り
で
す
。

（
２
）
贈
与
税

●「
税
率
の
変
更
」（
平
成
27
年
1
月
か
ら
）

課
税
価
格
に
対
す
る
税
率
・
控
除
額
は
大
幅

に
変
更
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
従
来
か
ら
の
年
間

1
1
0
万
円
ま
で
の
非
課
税
（
基
礎
控
除
）
措
置

は
継
続
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
基
礎
控
除
後
の
課
税

価
格
が
3
0
0
0
万
円
超
の
場
合
に
は
、
税
率
は

55
％
に
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
表
1
参

照
）。

●「
相
続
時
精
算
課
税
制
度
（
2
5
0
0
万
円
）」

の
対
象
拡
大
（
平
成
27
年
1
月
か
ら
）

相
続
時
精
算
課
税
制
度
は
、
2
5
0
0
万
円

ま
で
の
贈
与
で
あ
れ
ば
、
贈
与
の
時
点
で
は
贈
与

税
が
か
か
ら
ず
、
贈
与
者
が
亡
く
な
っ
た
時
に
、

改
め
て
相
続
税
の
精
算
を
行
う
も
の
で
、
遺
産
総

額
が
相
続
税
の
基
礎
控
除
（
後
述
・
表
4
参
照
）

以
下
の
場
合
に
は
非
課
税
と
な
る
良
い
制
度
で
す
。

改
正
後
は
、
贈
与
者
お
よ
び
年
齢
が
現
行
の
65

歳
以
上
の
親
か
ら
、
60
歳
以
上
の
親
と
祖
父
母
（
追

加
）
ま
で
、
受
贈
者
の
範
囲
も
20
歳
以
上
の
子
と
孫

（
追
加
）
ま
で
、
拡
大
さ
れ
ま
す
。

●「
子
や
孫
に
対
す
る
教
育
資
金
贈
与
の
非
課
税
制

度
」（
平
成
25
年
4
月
か
ら
27
年
12
月
末
ま
で
）

親
や
祖
父
母
が
子
や
孫
の
教
育
資
金
に
充
て
る

目
的
で
、
信
託
銀
行
な
ど
の
金
融
機
関
に
金
銭
を

信
託
し
た
場
合
、
子
や
孫
1
人
に
つ
き
1
5
0
0

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
関
す
る

平
成
25
年
度
税
制
改
正
の

ポ
イ
ン
ト

表1　贈与税　税率の変更

■現在　　 ■平成27年1月から（右記以外）
■平成27年1月から（20歳以上の者が
　父母・祖父母から贈与を受ける場合）

基礎控除後の
課税価格 税率 控除 基礎控除後の

課税価格 税率 控除 基礎控除後の
課税価格 税率 控除

200万円以下 10% − 200万円以下 10% − 200万円以下 10% −
300万円以下 15% 10万円 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 20% 30万円
600万円以下 30% 65万円 600万円以下 30% 65万円 1000万円以下 30% 90万円

1000万円以下 40% 125万円 1000万円以下 40% 125万円 1500万円以下 40% 190万円
1000万円超 50% 225万円 1500万円以下 45% 175万円 3000万円以下 45% 265万円

3000万円以下 50% 250万円 4500万円以下 50% 415万円
3000万円超 55% 400万円 4500万円超 55% 640万円
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万
円
（
学
校
以
外
に
支
払
う
教
育
費
は
5
0
0
万

円
）
ま
で
贈
与
税
が
課
せ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
た
だ
し
、
子
や
孫
が
30
歳
に
な
る
ま
で
の

教
育
費
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。
学
校

以
外
の
教
育
費
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
学
習
塾

や
予
備
校
、
ピ
ア
ノ
や
水
泳
教
室
な
ど
の
習
い
ご

と
に
か
か
る
費
用
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

（
３
）
復
興
関
連
税

平
成
23
年
12
月
2
日
に
「
東
日
本
大
震
災
か
ら

の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
が
交
付

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
復
興
関
連
税
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。

●「
復
興
特
別
所
得
税
」（
平
成
25
年
1
月
か
ら
平

成
49
年
12
月
ま
で
の
25
年
間
）

所
得
税
額
の
2
・
1
％
を
上
乗
せ
し
て
徴
収
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
表
2
参
照
）。

●「
復
興
特
別
住
民
税
」（
平
成
26
年
6
月
か
ら
10

年
間
）

住
民
税
に
一
律
1
0
0
0
円
を
上
乗
せ
し
て
徴

収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
４
）
相
続
税

税
率
の
ア
ッ
プ
、
基
礎
控
除
額
の
縮
小
な
ど
、

増
税
の
方
向
で
税
率
構
造
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

一
方
、「
相
続
時
精
算
課
税
制
度
」
の
対
象
拡

大
や
「
小
規
模
宅
地
特
例
の
拡
充
」
な
ど
、
相
続

税
の
軽
減
措
置
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

●「
税
率
の
変
更
」（
平
成
27
年
1
月
か
ら
）

最
高
税
率
は
55
％
へ
上
昇
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
2
億
円
以
下
の
課
税
額
に
つ
い
て

は
現
行
ど
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
（
表
3
参
照
）。

●「
基
礎
控
除
額
の
縮
小
」（
平
成
27
年
1
月
か
ら
）

基
礎
控
除
額
が
、
現
行
の
「
5
0
0
0
万
円
＋

1
0
0
0
万
円
×
法
定
相
続
人
数
」か
ら
、「
3
0
0
0

万
円
＋
6
0
0
万
円
×
法
定
相
続
人
数
」
に
下
が
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
課
税
対
象
者

は
増
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
（
表
4
参
照
）。

表2　税率の計算式

例 所得税率が10％の場合、
復興特別所得税を上乗せした
合計税率は？

答 合計税率は10.21％
計算式

10％×（1＋　　　）＝10.21％2.1
100

表3　相続税　税率の変更
■現在 ■平成27年1月から

法廷相続分に基づく
取得金額 税率 控除 法廷相続分に基づく

取得金額 税率 控除

1000万円以下 10% − 1000万円以下 10% −

3000万円以下 15% 50万円 3000万円以下 15% 50万円

5000万円以下 20% 200万円 5000万円以下 20% 200万円

1億円以下 30% 700万円 1億円以下 30% 700万円

3億円以下 40% 1700万円 2億円以下 40% 1700万円

3億円超 50% 4700万円 3億円以下 45% 2700万円

6億円以下 50% 4200万円

6億円超 55% 7200万円

表4　相続税の改正

現　在 平成27年1月から

基礎控除 5000万円＋1000万円×法定人数 3000万円＋600万円×法定人数

最高税率 50% 55％

未成年者控除 20歳に達するまでの年数×6万円 20歳に達するまでの年数×10万円

障害者控除 85歳に達するまでの年数×6万円
＊特別障害者は12万円

85歳に達するまでの年数×10万円
＊特別障害者は20万円

小規模宅地等の
特例の限度面積
（土地評価額）

・居住用240㎡（80％減額）
・事業用400㎡（80％減額）
・貸付用200㎡（50％減額）
・複数用途の宅地がある場合、限度面積を

調整
居住用と事業用の併用は400㎡まで

（80％減額）

・居住用330㎡（80％減額）
・事業用400㎡（80％減額）
・貸付用200㎡（50％減額）
・居住用と事業用については完全併用可
（最大730㎡）、但し、貸付用の宅地が
ある場合は限度面積を調整（80％減額）
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（
５
）
住
宅
関
連

住
宅
の
取
得
や
リ
フ
ォ
ー
ム
に
課
さ
れ
る
所
得

税
の
控
除
額
が
拡
充
さ
れ
ま
す
（
平
成
26
年
4
月

か
ら
）。

●「
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
延
長
・
限
度
額
拡
大
」

住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
住
宅
を
購
入
、
新
築

ま
た
は
増
築
工
事
を
し
た
と
き
、
一
定
の
要
件
を

満
た
せ
ば
入
居
し
た
年
か
ら
10
年
間
に
わ
た
り
、

支
払
っ
た
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
期
限
が
、
平
成
29
年

12
月
31
日
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
住
宅
取
得
後
、
平
成
26
年
4
月
か
ら
平

成
29
年
ま
で
の
間
に
、
そ
の
住
宅
に
入
居
し
た
場

合
の
最
大
控
除
額
等
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
（
次
ペ
ー
ジ
掲
載
の
表
5
参
照
）。

●「
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
新
築
等
に
係
る
所
得

税
額
控
除
（
自
己
資
金
型
）
の
拡
充
」

自
己
資
金
に
よ
る
購
入
者
が
適
用
を
受
け
ら
れ

る
措
置
も
拡
充
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
対
象
住
宅
に

認
定
低
炭
素
住
宅
が
加
わ
り
ま
す
（
次
ペ
ー
ジ
掲

載
の
表
6
参
照
）。

●「
既
存
住
宅
に
係
る
特
定
の
改
修
工
事
を
し
た
場

合
の
所
得
税
額
控
除（
リ
フ
ォ
ー
ム
減
税
）の
拡
充
」

〈
自
己
資
金
型
〉

耐
震
改
修
工
事
、
省
エ
ネ
改
修
工
事
、
バ
リ
ア

フ
リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
の
工
事
費
等
の

10
％
相
当
を
所
得
税
額
か
ら
減
税
す
る
措
置
が
拡

充
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
併
用
し

た
場
合
の
各
税
額
控
除
額
の
合
計
額
に
対
す
る
限

●「
小
規
模
宅
地
特
例
の
要
件
緩
和
」（
平
成
27
年

1
月
か
ら
）

・
適
用
限
度
面
積
の
引
き
上
げ

居
住
用
宅
地
（
親
の
自
宅
敷
地
）、
事
業
用
宅

地
（
店
舗
の
敷
地
）、
貸
付
事
業
用
宅
地
（
貸
し

ア
パ
ー
ト
の
敷
地
）
な
ど
を
子
が
相
続
す
る
場
合
、

一
定
の
要
件
の
下
で
、
土
地
の
相
続
税
対
象
額
を

減
額
で
き
る
制
度
で
す
。

現
行
で
は
、
居
住
用
宅
地
が
2
4
0
㎡
ま
で
評

価
額
の
80
％
を
、
事
業
用
宅
地
が
4
0
0
㎡
ま
で

同
80
％
を
、
貸
付
事
業
用
宅
地
が
2
0
0
㎡
ま
で

同
50
％
を
、
そ
れ
ぞ
れ
減
額
で
き
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
新
制
度
で
は
、
居
住
用
宅
地
の

評
価
額
80
％
減
額
の
面
積
が
、
上
限
3
3
0
㎡
に

拡
大
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
居
住
用
宅
地
と
事
業
用

宅
地
（
貸
付
事
業
を
除
く
）
の
併
用
に
つ
い
て
は
、

最
大
で
7
3
0
㎡
ま
で
、
評
価
額
の
80
％
減
額
が

可
能
と
な
り
ま
す
（
前
ペ
ー
ジ
掲
載
の
表
4
参
照
）。

・
適
用
要
件
の
緩
和

親
の
自
宅
敷
地
を
子
が
相
続
す
る
場
合
、
現
行

で
は
、
子
は
相
続
開
始
前
か
ら
「
親
と
同
居
」
し
、

か
つ
相
続
税
の
申
告
期
限
ま
で
そ
の
敷
地
を
所
有

し
つ
つ
居
住
を
継
続
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要

件
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
新
制
度
で
は
、
適

用
面
積
の
拡
大
に
加
え
て
、
適
用
要
件
も
緩
和
さ

れ
ま
す
。
以
下
に
、
そ
の
内
容
を
記
載
し
ま
す
。

〈
親
名
義
の
二
世
帯
住
宅
を
子
が
相
続
す
る
場
合
〉

1
棟
の
2
世
帯
住
宅
の
場
合
、
被
相
続
人
と
親

族
の
居
住
部
分
が
行
き
来
で
き
な
い
完
全
分
離
型

で
あ
っ
て
も
、
新
制
度
で
は
特
例
の
適
用
が
受
け

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
（
上
表
参
照
）。

〈
老
人
ホ
ー
ム
入
所
後
に
相
続
発
生
の
場
合
〉

老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
し
た
こ
と
に
よ
り
、
居
住

の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
っ
た
家
屋
（
空
き
家
）
の

敷
地
で
あ
っ
て
も
、左
表
の
適
用
要
件
①
と
②
（
平

成
27
年
1
月
か
ら
）
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
、

新
制
度
で
は
、
特
例
が
適
用
で
き
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
現
行
の
要
件
だ
っ
た
、「
老
人
ホ
ー
ム
の
所

有
権
や
終
身
利
用
権
を
取
得
し
て
い
な
い
こ
と
」

が
外
さ
れ
、
所
有
権
や
終
身
利
用
権
を
取
得
し
て

も
適
用
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
左
表
参
照
）。

適用要件：親名義の二世帯住宅を子が相続する場合

現在
二世帯住宅の内部で行き来ができず、親と子の居住スペース
がつながっていない場合、同居していたとはいえず、小規模
住宅特例の適用が受けられない。

平成27年
1月から

親との同居の条件において「居住スペースがつながっている
こと」という条件が撤廃される。小規模住宅特例の適用が受
けられる。

適用要件：老人ホーム入所後に相続発生の場合

現在 平成27年1月から

①親が身体・精神上の理由
で介護を受ける必要があり、
老人ホームに入所した。

①親に介護が必要なため老
人ホームに入所した。

②親が老人ホームに入所
後、新たに自宅を他人の居
住などに使わせていない。

②自宅が有償、無償を問わ
ず、貸し付けなどの用途に
使われていない。

③親がいつでも帰って生活
できるよう、自宅建物の維
持管理が行われていた。

④親や親族によって、老人
ホームの所有権・終身利用
権が取得されていない。

長男世帯

例：1階に父母世帯、2階に長男世帯が住んでいて、
　　内階段がなくて完全に区分されている住宅

父（死亡）
父の土地

完全分離の二世帯住宅もOK

長男が相続する場合、
2013年までは減額対象外。
2014年以降は、80％減額
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度
額
も
拡
充
さ
れ
た
た
め
、
よ
り
使
い
勝
手
の
よ

い
制
度
と
な
り
ま
す
（
次
ペ
ー
ジ
掲
載
の
表
7
参

照
）。

〈
ロ
ー
ン
型
〉

省
エ
ネ
改
修
工
事
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

（
特
定
増
改
築
等
）
を
行
っ
た
場
合
の
ロ
ー
ン
残
高

の
一
定
割
合
を
所
得
税
額
か
ら
控
除
す
る
措
置
に

つ
い
て
も
拡
充
さ
れ
ま
す
（
次
ペ
ー
ジ
掲
載
の
表

8
参
照
）。

（
６
）
消
費
税
・
そ
の
他

●「
消
費
税
」

消
費
税
は
現
行
の
5
％
か
ら
、
平
成
26
年
4
月

表6　認定長期優良住宅の新築等に係わる特例措置（自己資金型）

対象住宅 控除内容 平成26年3月末
まで

平成26年4月〜
平成29年12月

認定長期優良住宅

控除対象限度額 500万円 650万円

控除率 10％ 10％

控除限度額 50万円 65万円

認定低炭素住宅

控除対象限度額 − 650万円

控除率 − 10％

控除限度額 − 65万円

よ
り
8
％
、
平
成
27
年
10
月
よ
り
10
％
と
、
段
階

的
に
税
率
が
ア
ッ
プ
す
る
予
定
で
す
。
な
お
、
食

料
品
な
ど
品
目
別
の
軽
減
措
置
は
、
今
後
検
討
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

●「
自
動
車
関
連
」

平
成
26
年
4
月
か
ら
の
消
費
増
税
に
合
わ
せ
て
、

各
種
の
自
動
車
関
連
税
が
廃
止
や
軽
減
さ
れ
る
予

定
で
す
。

・
自
動
車
取
得
税
の
廃
止（
平
成
26
年
4
月
よ
り
）

消
費
増
税
に
合
わ
せ
て
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

・
自
動
車
重
量
税
の
軽
減（
平
成
27
年
10
月
よ
り
）

消
費
税
10
％
の
施
行
に
伴
い
、
軽
減
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
細
目
は
、
今
後
決
定
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

●「
少
額
投
資
非
課
税
制
度
（
日
本
版
I
S
A
）」

日
本
版
Iア

イ

サ
S
A（Indivisual Savings A

ccounts

）

と
は
、
平
成
26
年
1
月
か
ら
導
入
が
予
定
さ
れ
て

い
る
投
資
信
託
や
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当

所
得
お
よ
び
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
制
度
で
す
。

投
資
信
託
や
上
場
株
式
か
ら
生
じ
る
所
得
へ
の

課
税
は
平
成
26
年
（
2
0
1
4
年
）
よ
り
、
現
在

の
10
％
か
ら
20
％
（
復
興
特
別
所
得
税
別
）
に
な

り
ま
す
が
、
日
本
版
I
S
A
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

毎
年
上
限
1
0
0
万
円
の
非
課
税
投
資
枠
を
使
っ

た
投
資
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
非
課
税
期

表5　住宅ローン減税の改正
■一般の住宅

居住年 平成26年3月末まで 平成26年4月＊1〜
平成29年12月

借入限度額 2000万円 4000万円

控除率 1.0% 1.0%

各年の控除限度額 20万円＊3 40万円＊3

最大控除額 200万円 400万円

■長期優良住宅＊2

居住年 平成26年3月末まで 平成26年4月＊1〜
平成29年12月

借入限度額 3000万円 5000万円

控除率 1.0% 1.0%

各年の控除限度額 30万円＊3 50万円＊3

最大控除額 300万円 500万円

＊1　消費税の税率が8％または10％適用である場合の金額であり、5％適用の場合
には平成26年3月末までの限度額となる。

＊2　長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認定を受けた長期優
良住宅をいう。

＊3　所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額については、所得税額から
控除しきれなかった部分の一定額（当該年分の所得税の課税所得金額等の5％、
最高97,500円）を限度に、翌年度分の個人住民税から控除することができます。
この場合の市区町村への申告は不要です。消費税の税率が8％または10％の適用
の場合は平成26年4月から平成29年12月までの入居は住民税の控除額の上限は
136,500円に引き上がります。
また、所得税と住民税から控除しても、なお控除しきれない金額がある場合には、
給付措置を実施することが併せて予定されており、今年の夏頃に示されることに
なっています。

■東日本大震災の被害者等の場合

居住年 平成26年3月末まで 平成26年4月〜
平成29年12月

借入限度額 3000万円 5000万円

控除率 1.2% 1.2%

各年の控除限度額 36万円 60万円

最大控除額 360万円 600万円

＊住宅の取得の際に適用された消費税率によらず、入居時期のみによって判定する。
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間
は
5
年
目
の
年
末
ま
で
で
、
投
資
枠
の
利
用
合

計
額
は
最
大
5
0
0
万
円
に
な
り
ま
す
。
な
お
、

新
規
投
資
で
き
る
期
間
は
、平
成
35
年
（
2
0
2
3

年
）12
月
ま
で
10
年
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

平
成
39
年
（
2
0
2
7
年
）
ま
で
継
続
す
る
5
年

間
の
非
課
税
期
間
は
有
効
と
な
り
ま
す
。
そ
の
イ

メ
ー
ジ
は
下
記
図
1
の
と
お
り
で
す
。

今
回
の
税
制
改
正
は
、
多
く
の
種
類
の
税
が
対

象
と
な
り
ま
す
。
こ
の
他
に
も
法
人
関
連
と
し
て
、

法
人
税
、事
業
承
継
税
、研
究
開
発
税
な
ど
の
様
々

な
改
正
が
あ
り
ま
す
。
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
税

制
改
正
の
概
要
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
正
し
い

知
識
を
も
ち
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
と
思
わ
れ

ま
す
。
ま
た
、
施
行
す
る
ま
で
の
動
き
に
注
意
し
、

メ
デ
ィ
ア
や
ネ
ッ
ト
な
ど
か
ら
、
適
宜
情
報
を
入
手

し
、
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

表7　既存住宅に係る特定の改修工事の特例措置（自己資金型）

区分 控除内容 平成26年3月末
まで

平成26年4月＊1〜
平成29年12月

①耐震改修工事

工事限度額 200万円 250万円

控除率 10％ 10％

控除限度額 20万円 25万円

②省エネ改修
　工事

工事限度額 200万円
（300万円）＊2

　250万円
（350万円）＊2

控除率 　10％ 　10％

控除限度額 　20万円
（30万円）＊2

　25万円
（35万円）＊2

③バリアフリー
　改修工事

工事限度額 　150万円 　200万円

控除率 　10％ 　10％

控除限度額 　15万円 　20万円

①＋②＋③の
併用 控除限度額 40万円

（50万円）＊2
70万円

（80万円）＊2

＊1　消費税の税率が8％または10％適用である場合の金額であり、5％適用の場
合には平成26年3月までの限度額となる。

＊2　カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合。

表8　既存住宅に係る特定の改修工事の特例措置（ローン型）

区分 控除内容 平成26年3月末
まで

平成26年4月〜
平成29年12月

省エネ改修工事
及 び バ リ ア フ
リー改修工事

工事限度額 200万円 250万円

控除率 2.0％ 2.0％

各年の控除限度額 4万円 5万円

その他の工事

借入限度額 800万円 750万円

控除率 1.0％ 1.0％

各年の控除限度額 8万円 7.5万円

最大控除額（5年間） 60万円 62.5万円
＊消費税の税率が8％または10％適用である場合の金額であり、5％適用の場合に

は平成26年3月までの限度額となる。

　

記
事
の
内
容
は
執
筆
時
点
（
平
成
25
年
6
月
中
旬
）

の
も
の
で
す
。
今
後
、
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

図1　日本版ISAのイメージ図

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2014年 100
2015年 100
2016年 100
2017年 100
2018年 100
2019年 100
2020年 100
2021年 100
2022年 100
2023年 100

■は非課税 非課税（ISA）口座内の保有額は、各年、新
規投資100万円以内、合計で500万円以内

5年経過後、100万円を上限に2019年の
非課税投資枠に移すこともできる。但し、
年間合計額500万円以内。


